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■ 研修は、職員の能力開発のために重要な役割を担うものですが、職員自身の意欲､主体性があ 

って初めてそれが可能となります。 

これまでは 「職場外研修」 （ＯＦＦＪＴ＝本来の職務から離れて、 一定期間集中的に講義を受け、 

職務遂行に必要な知識や、専門的な技術を習得する研修）が研修の中心となっていましたが、今 

後は「職場内研修」 （ＯＪＴ）、職員が自発的に取り組む「自己啓発」と相互に連携させながら、 

それぞれの特性を踏まえた研修内容の充実を図り、総合的な能力開発を推進します。 

■ 採用されてからの経験年数や職階に応じ、業務知識や態度など必要な能力･資質の向上を図る 

ための「階層別研修」や、特定の課題や能力について重点的に実施する「専門研修」などについて、 

社会状況の変化や、本市が抱える課題に即応するため、実施時期や内容を見直し、さらに充実させて 

いきます。 

特に、職員数の削減に伴い、新採用職員も即戦力として期待されることから、新採用職員研修を強化す 

ることも欠かせません。 

３ 研修制度で育てる 

（１） 職場内研修を充実します。 （「2 職場で育てる」参照） 

（２） 階層別研修・専門研修を充実します。 

・「目指すべき職員像」、「各階層に求められる能力･役割」に基づき、研修内容や実施時 

期、講師等を見直します。 

（３） 新採用職員研修を強化します。 

・職場配属前（研修中）に最低限必要な共通事務の知識、仕事の流れを把握するための 

実務研修、接遇研修を充実します。 

（４） 市民への説明能力・コミュニケーション能力を養成します。 

・出前講座や地域懇談会等、あらゆる機会を利用して、市民と協働する意識と資質を高め 

ます。 

（５） 政策形成能力開発を重視した研修を実施します。 

(6) 派遣研修、特別研修など職員が自ら選択できる研修を実施します。 

※職員提案制度、キャリア形成支援などと連携します。 

第３章 人材育成の取組み
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■ 市民と協働し特色あるまちづくりを進めるためには、「市民への説明能力・コミュニケーショ 

ン能力」を向上させる研修や「政策形成能力」を高める研修を、職種を問わず実施する必要があ 

ります。 

■ 職務命令で行われる研修だけでは、職員の意欲や主体性を醸成することは困難です。 

また職員には、提供された機会を有効に活用して能力向上に役立てていくことが求められます。 

職員本人の希望により受講できる選択制の研修を、 派遣研修や特別研修などのカリキュラムの中 

で実施します。 

■ これからの管理職は、 状況の変化を正確・迅速に判断し、 的確な施策を立案提起するとともに、 

組織の目的･目標を明確に示し、 その達成のために業務を効率的･効果的に遂行する行政経営能力 

や、組織のメンバーが目標を達成するために必要とする能力や、意欲を引き出す人材育成能力が 

重視されます。 

特にグループ制においては、リーダーシップを発揮し、職員の能力・経験等を見極め、適切な業 

務配分を行い、進行管理することが求められます。 

さらに、今後は目標管理制度・人事評価制度の導入により部下の指導、評価､処遇の決定という 

面でも管理職に対する役割が大きくなることから、 職場マネジメント能力等向上研修の充実を図 

るとともに、昇任候補者にもその能力を身に付ける機会を提供し、計画的な人材育成を進める必 

要があります。 

（７） 管理職研修を充実・強化します。 

・部下育成能力、マネジメント能力、（人事評価における）評価者研修を実施します。 

・昇任前に管理職に必要な能力を身につけるための「昇任前研修」を実施します。 

※グループ制、目標管理制度、人事評価制度などと連携します。 

第３章 人材育成の取組み 

（８） 広域行政推進のため、近隣自治体職員との合同研修を実施します。 

※政策形成能力の養成、自己啓発などと連携します。
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■ 市民が安心してこのまちに住みつづけるためには、 近隣自治体と連携して事務事業の効率化を 

図り、地域に密着した行政サービスを維持する広域行政を進める必要があります。 

近隣自治体の行政課題や情報を共有し、 課題解決のための研究を行うための広域での職員研修を 

実施します。 

■ 本市としての専門的な業務、職員が持つ多様な経験、技術、ノウハウを共有するためには、内 

部講師による研修が効果的です。 文書管理や経理事務、 契約事務などの実務は、 市の条例・規則、 

業務の特性を熟知した職員が指導者となることで、 より実践的な研修となることが期待できます。 

また、職員が内部講師となることで自らの業務をより深く理解することができ、能力開発の機会 

にもつながることから、内部講師を計画的に育成する体制を整えます。 

■ 自己啓発は人材育成の基本であり、職員自身が行政のプロであるという自覚と、自らの能力は 

自ら伸ばすという意欲を持って取組んでいくことが重要です。 

自己啓発の促進のためには、個々の職員の自主性に委ねるだけではなく、自己啓発に取組みやす 

い職場風土づくりや、職員による自主企画講座の開催や、自ら課題を発見し検討する自主検討グ 

ループなど、職員の自発的な学習活動の支援を行います。 

（10） 自己啓発支援を強化します。 

・自主検討グループの活動を支援するため、情報や活動場所の提供、相談を行います。 

・自主検討成果の発表の場を提供し、優れた提案内容の事業化を推進します。 

・通信教育・資格取得に関する情報を提供します。 

・自己啓発の状況を研修受講履歴に反映させます。 

※ＯＪＴ、キャリア形成支援、人事評価制度、研修受講履歴の管理などと連携します。 

（９） 庁内講師を活用します。 

・庁内講師育成研修等の実施により、計画的な育成に努めます。 

・ＯＪＴや新採用職員研修、技術職の専門的研修その他様々な部署の研修で、庁内講師を活用 

します。 

※ＯＪＴ、自己啓発支援、人事評価制度などと連携します。 

第３章 人材育成の取組み
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また、検討内容の事業化など自己啓発の成果を適切に評価し、研修受講履歴に反映させます。 

■職員アンケートから 

【今後どのような研修を充実させるべきだと思いますか。】 複数回答あり 

① 職員自らの目的や希望に応じ、受講する研修を選択する制度・・・53.4％ 

② 専門的な資格取得の援助・・・39.0％ 

③ 職場内研修・・・35.5％ 

④ 基本研修・・・24.8％ 

⑤ 自己啓発への援助・・・24.1％ 

⑥ 他の自治体への派遣研修・・・23.6％ 

⑦ 専門研修・・・23.4％ 

【これまでどのような自己啓発を行いましたか。】 

① 業務に関する文献や書籍の購入・・・55.9％ 

② セミナーや大学の公開講座などの受講・・・26.4％ 

③ 公的資格の取得・・・20.5％ 

【今後行ってみたい自己啓発がありますか。】 複数回答あり 

① 外国語教室･講座・・・20.2％ 

② 公的資格の取得・・・19.3％ 

③ 自己表現能力の向上に結びつくもの・・・14.1％ 

④セミナーや大学の公開講座などの受講・・・13.6％ 

⑤ コミュニケーション能力の向上に結びつくもの･･･13.6％ 

【自己啓発への支援制度があるのを知っていますか。】 

① 知っている。・・・23.6％ 

② 知らない。・・・50.9％ 

③ 制度があるのは知っているが、具体的内容は知らない。・・・19.7％ 

【自己啓発への支援制度はもっと充実するべきだと思いますか。】 

① 思う・どちらかといえば思う。・・70.3％ 

② 思わない・どちらかといえば思わない。・・・19.5％ 

第３章 人材育成の取組み
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■ できる限り多くの職員に研修を受ける機会が与えられるようにするべきですが、時間的、物理 

的な制約もあることから、過去に実施した研修や、個人が受講した派遣研修などの内容をイント 

ラネットや情報紙などで公開したり、職員の研修成果を発表する機会を提供することで、研修情 

報の共有と相互啓発の喚起・意識改革を促します。 

■ 実施された研修内容が、組織が期待する目的を的確に捉えていたか、職員にとって有効であっ 

たか、どの程度満足感を得られたかを検証･評価して、今後の研修計画につなげる必要がありま 

す。本人に対する受講後のアンケート調査やリポート、面接のほか、上司へのアンケートなど、 

様々な方法で研修効果を測定します。 

また、職員個々の研修効果についても、目標管理制度や人事評価制度などに反映させるなど適切 

な評価を行うシステムの構築が必要です。 

■ これまでは、年齢､職位など一定の条件の受講生に義務付けられている研修であっても、業務 

（11） 研修成果を発表する機会の提供や、イントラネット等を通じて過去に行われた研修内 

容の公開などにより、研修情報の共有と相互啓発の喚起に努めます。 

（12） 研修の評価･効果測定を充実します。 

・受講生に対し、アンケートやリポート提出、面接等を行い、研修の満足度や内容の理解度 

について検証します。 

・受講生や上司、講師に対しヒアリングを行い、行動の変化や組織への影響度を検証しま 

す。 

・職員個々の研修効果を、適切に評価するシステムを構築します。 

（13） 研修受講履歴の管理を充実します。 

・「研修単位制」を導入し、職員は一定の時期までに取得するべき単位を満たすよう、研修 

を受講します。 

・職員個々の研修受講履歴管理を充実し、人事管理やキャリア形成を行ううえでの参考と 

します。 

第３章 人材育成の取組み



36 

の都合等で欠講が続くと対象から外れるため、 受講できないままになってしまうケースもありま 

した。 

今後は、昇任･昇格にあたっては、研修単位（一定の時期までに受講しなければならない単位を 

決める。）や研修受講状況を反映させる制度を導入するなど、研修受講履歴を適切に管理し、職 

員がキャリア形成を考える際の資料とするほか、人事管理にも活用していきます。 

■ 人事・研修部門は人材育成担当部門として、この基本方針を具体化するために実施時期などを 

明らかにした実施計画を作成し、人材育成を効果的・計画的に推進していきます。 

また、職員の取組みに対し、適切な支援を行うとともに、人材育成のあり方について調査･研究 

行います。 

４ 人材育成の推進体制 

（１） 人材育成担当部門の役割を明確にして、人材育成の効果的･計画的推進を図ります。 

・基本方針を具体化するため、各取組みの実施計画を策定します。 

・職員の取組みの支援と、人材育成のあり方を調査研究します。 

第３章 人材育成の取組み
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職場環境の整備 人事制度 研修制度 
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　支援と職員の意識啓発 
・原則的な異動ルールの明確化 ・研修の評価･効果の測定 

・職員の健康管理 ・女性職員の職域拡大 ・研修受講履歴管理の充実 

・長期休業した職員の円滑な職場 ・技術職員･現業職員の職域拡大

　復帰支援 
・職種間交流の実施

　

・地域活動参加の促進 　

・人材育成担当部門による基本方針の効果的推進、職員への支援 

職位（階層） 

能
力
発
揮
期

能
力
育
成
期 

所
属
長
を
中
心
に 
Ｏ 
Ｊ 
Ｔ 
の
実
施 

ジ ョ
 

ブ 
･ 
コ ー

 

チ
制
の
導
入 

目
標
管
理
制
度
の
導
入 
・ 
育
成
面
談
の
実
施 

業
務
マ
ニ 

ュ
 

ア
ル 
・ 
Ｉ 
Ｔ 
活
用 

OJT・マネジ 
メント研修 

職
場 
ミ ー

 

テ ィ
 

ン
グ
の
励
行 

ジョブローテーション 
の導入 

複
線
型
人
事
制
度
の
導
入 

庁
内
公
募
制
の
導
入 

庁
内
プ 
ロ
ジ 

ェ
 

ク 
ト 
チ ー

 

ム
へ
の
応
募 
・ 
参
加 

希
望
降
任
制
度
の 

導
入 

職
員
提
案
制
度
の
再
開 
･ 
拡
充 

自
己
申
告
制
度
の
活
用 

人
事
評
価
制
度
の
導
入 

階
層
別
研
修 
・ 
専
門
研
修
の
充
実 

派
遣
研
修 
・ 
特
別
研
修
等
選
択
制
研
修
の
充
実 

研
修
単
位
制
の
導
入 

自
己
啓
発
支
援
の
強
化 

出
前
講
座
等
に
よ 
る
説
明
能
力 
・ 
コ 
ミ 

ュ
 

ニ
ケ ー

 

シ ョ
 

ン
能
力 
・ 
政
策
形
成
能
力
の
養
成 

庁
内
講
師
の
育
成 
･ 
活
用 

新採用職員 
研修の強化 

キ ャ
 

リ 
ア
形
成
の
支
援 

管理職研修の 
充実･強化 

近
隣
自
治
体
職
員
と 
の
合
同
研
修
の
実
施 

人材育成プログラム 

第３章 人材育成の取組み


